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海軍の南進と南洋興発（1920年～1936年）

海
軍
の
南
進
と
南
洋
興
発
（
一
九
二
〇
年
～

　
　
i
南
洋
群
島
委
任
統
治
か
ら
「
国
策
の
基
準
」
迄
ー

は
じ
め
に

一
、
南
洋
庁
と
南
洋
興
発
の
設
立

二
、
海
軍
の
南
進
政
策

ω
　
「
対
南
洋
方
策
研
究
会
」
の
発
足

ω
　
「
海
軍
政
策
及
制
度
研
究
調
査
委
員
会
」

む
す
び
に
か
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
、
マ
リ
ア
ナ
、

永
久
占
領
論
が
有
力
と
な
っ
た
。

の
発
足

佐

一
九
三
六
年
）

白イ

康

子

カ
ロ
リ
ソ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
三
諸
島
か
ら
な
る
南
洋
群
島
を
軍
事
占
領
し
て
以
降
、
海
軍
で
は
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そ
れ
は
、
南
洋
群
島
に
次
の
よ
う
な
価
値
を
見
い
出
し
た
か
ら
で
あ
る
．
第
一
は
．
有
事
に
お
い
て
太
平
洋
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

力
艦
隊
の
西
進
を
遮
断
す
る
と
い
う
軍
事
的
効
果
で
、
第
二
は
、
将
来
の
南
方
発
展
の
際
の
「
基
地
」
と
し
て
の
重
要
性
で
あ
る
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
南
洋
群
島
に
注
目
し
て
い
た
事
業
家
が
い
た
．
南
洋
群
島
で
製
糖
業
を
行
お
う
と
し
て
い
た
松
江
春
次
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
一
九
二
〇
年
に
国
際
連
盟
理
事
会
で
「
南
洋
群
島
二
対
ス
ル
帝
国
ノ
委
任
統
治
条
項
」
の
調
印
が
な
さ
れ
、
日
本
が
南

洋
群
島
を
正
式
に
委
任
統
治
下
に
お
い
た
翌
年
、
松
江
は
、
南
洋
興
発
株
式
会
社
を
設
立
し
た
。

　
最
初
の
数
年
間
の
業
績
不
振
を
克
服
し
、
一
九
二
五
年
以
降
、
同
社
に
よ
る
サ
イ
パ
ソ
、
テ
ニ
ア
ン
両
島
の
砂
糖
き
び
生
産
を
背
景
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
る
製
糖
業
の
伸
び
は
、
南
洋
群
島
の
経
済
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
同
社
の
発
展
は
、
製
糖
業
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
チ
モ
ー
ル
ヘ
と
進
出
す
る
に
及
ん
で
、
海
軍
の
南
進
政
策
と

結
び
つ
い
た
．

　
主
に
、
「
対
南
洋
方
策
研
究
会
」
と
「
海
軍
政
策
及
制
度
研
究
調
査
委
員
会
」
の
発
足
か
ら
「
国
策
の
基
準
」
発
表
に
至
る
迄
の
海
軍

の
南
進
政
策
が
、
松
江
春
次
の
南
洋
興
発
株
式
会
社
と
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ

る
。

　
（
1
）
　
波
多
野
澄
雄
「
日
本
海
軍
と
南
進
政
策
の
展
開
」
（
杉
山
伸
也
、
イ
ア
ソ
・
ブ
ラ
ウ
ン
編
著
『
戦
間
期
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
摩
擦
』
　
同
文
館

　
　
一
九
九
〇
年
、
所
収
）
、
一
四
六
頁
。

　
（
2
）
　
溝
口
敏
行
「
日
本
統
治
下
に
お
け
る
『
南
洋
群
島
』
の
経
済
発
展
　
一
九
二
二
～
三
八
年
」
『
経
済
研
究
』
第
一
三
巻
第
二
号
（
一
九
八
○
年

　
　
四
月
）
、
一
三
三
頁
．

　
追
　
松
江
春
次
が
、
サ
イ
パ
ン
、
テ
ニ
ア
ン
を
始
め
と
す
る
南
洋
群
島
で
、
製
糖
業
を
成
功
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
特
記
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
松
江
は
、
東
京
高
等
工
業
学
校
（
現
在
の
東
工
大
）
応
用
化
学
科
を
卒
業
後
、
大
日
本
製
糖
株
式
会
社
に
入
社
す
る
．
入
社
し
て
四
年
目
二
十
七

　
　
歳
の
時
、
ア
メ
リ
カ
農
商
務
省
の
海
外
実
行
練
習
生
試
験
に
合
格
し
．
同
時
に
大
日
本
製
糖
よ
り
海
外
遊
学
を
命
ぜ
ら
れ
る
．

　
　
　
ア
メ
リ
カ
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
大
学
砂
糖
科
に
入
学
、
二
年
間
で
砂
糖
科
を
卒
業
し
、
マ
ス
タ
ー
・
オ
ブ
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
称
号
を
授
与
さ
れ
る
。

　
　
　
卒
業
後
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市
に
あ
る
、
大
手
企
業
ス
プ
レ
ッ
ク
ル
ス
製
糖
会
社
に
、
一
職
工
と
し
て
入
社
し
、
角
砂
糖
の
研
究
を
な
す
。
そ
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の
後
技
師
と
な
る
．

　
ア
メ
リ
カ
各
製
糖
地
を
一
ケ
年
見
学
し
、
後
欧
州
に
わ
た
り
、
欧
州
各
地
の
製
糖
を
視
察
し
、
五
年
間
の
遊
学
を
終
え
る
．

　
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
七
年
迄
の
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
海
外
経
験
で
、
松
江
が
高
度
な
製
糖
技
術
を
習
得
し
て
い
た
こ
と
が
、

の
飛
躍
的
発
展
の
土
台
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
．

（
松
江
自
身
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
能
仲
文
夫
『
南
洋
と
松
江
春
次
』
時
代
社
一
九
四
一
年
に
詳
し
い
）

南
洋
興
発

海軍の南進と南洋興発（1920年～1936年）

一
、

南
洋
庁
と
南
洋
興
発
の
設
立

　
一
九
一
四
年
六
月
の
第
一
次
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
、
日
本
政
府
は
、
日
英
同
盟
に
よ
る
英
国
側
か
ら
の
要
請
と
、
太
平
洋
上
の
ド
イ

ツ
根
拠
地
の
撤
去
を
求
め
て
大
戦
に
加
わ
っ
た
。

　
日
本
海
軍
は
、
南
遣
支
隊
を
ド
イ
ッ
領
諸
島
の
占
領
に
出
動
さ
せ
、
同
年
十
月
に
は
、
南
洋
群
島
の
全
域
を
制
圧
し
て
、
海
軍
の
軍
政

下
に
置
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
．

　
一
九
一
八
年
休
戦
調
印
に
至
り
、
翌
年
五
月
の
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
、
旧
ド
イ
ッ
領
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
赤
道
以
北
の
諸
島
、
す
な

わ
ち
、
マ
リ
ア
ナ
、
カ
ロ
リ
ソ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
南
洋
群
島
は
、
日
本
の
統
治
領
と
な
っ
た
．
一
九
二
〇
年
十
二
月
、
国
際
連
盟
が
創
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

さ
れ
、
こ
の
統
治
権
の
委
任
が
、
正
式
に
決
定
さ
れ
た
．

　
日
本
政
府
は
、
速
や
か
に
占
領
時
代
の
軍
政
を
廃
止
し
て
民
政
に
移
す
た
め
、
一
九
二
二
年
四
月
、
パ
ラ
オ
諸
島
（
ヵ
・
リ
ン
諸
島
の
一

部
）
の
コ
・
ー
ル
島
に
南
洋
庁
を
設
置
し
、
初
代
南
洋
庁
長
官
に
、
軍
政
時
代
の
臨
時
南
洋
群
島
防
備
隊
民
政
部
長
・
手
塚
敏
明
を
任
命

し
た
。

　
南
洋
庁
と
な
っ
て
か
ら
も
海
軍
と
の
結
び
つ
き
は
深
く
、
同
庁
に
は
海
軍
省
の
横
須
賀
鎮
守
府
参
謀
兼
軍
需
部
員
で
あ
る
在
勤
武
官
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

お
り
、
南
洋
庁
と
海
軍
関
係
事
項
の
交
渉
処
理
を
行
っ
て
い
た
．
彼
ら
は
南
洋
庁
の
蔭
の
実
力
者
と
い
わ
れ
て
い
た
．
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南
洋
庁
は
、
行
政
官
庁
と
し
て
、
パ
ラ
オ
、
サ
イ
パ
ソ
、
ヤ
ッ
プ
、
ポ
ナ
ペ
、
ト
ラ
ッ
ク
、
ヤ
ル
ー
ト
の
六
支
庁
を
置
き
、
原
住
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

慣
習
を
尊
重
し
な
が
ら
、
教
育
の
普
及
な
ど
近
代
化
を
図
る
と
と
も
に
、
資
源
の
調
査
、
研
究
、
開
発
に
重
点
を
置
い
た
。

　
南
洋
庁
設
置
よ
り
約
一
年
前
の
一
九
二
一
年
二
月
、
か
ね
て
か
ら
南
洋
群
島
で
の
糖
業
開
発
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
新
高
製
糖
株
式
会

社
元
常
務
松
江
春
次
は
、
サ
イ
パ
ソ
、
テ
ニ
ア
ソ
の
両
島
に
実
地
調
査
に
赴
き
、
こ
の
調
査
結
果
を
大
分
新
聞
に
発
表
し
た
．
こ
の
記
事

が
、
当
時
民
政
部
長
を
し
て
い
た
手
塚
敏
明
の
目
に
止
ま
る
こ
と
と
な
る
．

　
こ
の
時
、
南
洋
群
島
は
、
日
本
の
委
任
統
治
領
と
な
っ
て
か
ら
や
っ
と
一
年
を
経
過
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
サ
イ
パ
ソ
、
テ
ニ
ア

ソ
の
両
島
で
、
移
民
飢
餓
問
題
が
も
ち
上
が
っ
て
い
た
。
軍
政
下
時
代
、
両
島
で
事
業
を
起
こ
そ
う
と
し
た
西
村
拓
殖
株
式
会
社
と
南
洋

殖
産
株
式
会
社
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
し
．
両
社
合
わ
せ
て
一
〇
〇
〇
名
も
の
移
民
が
、
生
活
の
資
を
断
た
れ
、
事
実
上
飢
餓
状
態
と
な
っ

て
、
惨
た
ん
た
る
有
様
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
．

　
委
任
統
治
と
な
っ
た
ば
か
り
で
、
国
際
関
係
上
、
列
国
の
注
目
の
的
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
一
〇
〇
〇
名
も
の
飢
餓
移
民
の
い
る

事
実
は
、
ま
こ
と
に
重
大
事
で
あ
っ
た
．
民
政
部
長
手
塚
は
、
政
府
に
報
告
書
を
出
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
政
府
の
手
で
移
民
全
員
を

内
地
に
送
還
す
る
覚
悟
を
決
め
た
上
で
、
最
後
の
手
段
と
し
て
、
こ
の
地
に
何
か
事
業
を
起
こ
し
て
移
民
を
救
済
す
る
方
法
は
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
手
塚
は
、
松
江
に
「
是
非
南
洋
で
製
糖
事
業
を
遣
っ
て
貰
い
た
い
。
」
と
依
頼
を
す
る
．

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
資
金
面
で
の
や
り
く
り
を
つ
け
る
た
め
、
朝
鮮
を
主
事
業
地
と
す
る
国
策
会
社
、
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
石
塚
英
蔵
総

裁
を
、
松
江
に
紹
介
す
る
。
松
江
は
、
東
洋
拓
殖
㈱
総
裁
と
の
会
見
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

　
　
「
私
は
こ
の
時
、
東
洋
拓
殖
㈱
の
意
向
が
、
大
体
棉
花
に
傾
い
て
居
た
こ
と
を
聞
い
て
居
た
の
で
…
…
台
湾
に
お
い
て
総
督
府
の
援
助
を
受
け
て
起
こ

　
し
た
三
井
物
産
の
棉
花
栽
培
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
原
因
等
も
説
明
し
－
…
糖
業
な
ら
ば
、
充
分
台
湾
よ
り
有
利
な
経
営
が
出
来
る
こ
と
を
説
明
し
た
の

　
　
　
　
（
6
）

　
で
あ
っ
た
。
』
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こ
の
よ
う
に
、
南
洋
に
野
心
を
も
つ
事
業
家
が
、
飢
餓
移
民
間
題
を
何
と
か
解
決
し
た
い
政
府
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
国
策
会
社
か
ら
資

金
を
調
達
し
て
生
ま
れ
た
の
が
南
洋
興
発
株
式
会
社
（
以
下
、
南
洋
興
発
と
す
る
．
）
で
あ
っ
た
。

　
一
九
二
一
年
十
一
月
、
南
洋
興
発
が
設
立
さ
れ
た
．
新
会
社
は
、
松
江
春
次
主
導
の
も
と
、

　
　
『
サ
イ
パ
ソ
島
に
お
け
る
浮
浪
移
民
を
吸
収
し
、
か
つ
、
健
全
な
発
展
力
に
富
む
社
会
を
海
外
に
築
き
．
内
地
の
人
口
間
題
に
寄
与
す
る
た
め
、
拓
殖

　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
移
民
を
標
榜
す
る
。
」

と
い
う
基
本
構
想
を
た
て
た
。

　
資
本
金
は
三
〇
〇
万
円
、
総
株
式
六
〇
〇
〇
〇
株
の
内
分
け
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
南
洋
拓
殖
　
四
二
〇
〇
〇
株

　
海
外
興
業
　
四
〇
〇
〇
株

　
旧
西
村
拓
殖
関
係
　
一
〇
〇
〇
〇
株

　
旧
南
洋
殖
産
関
係
　
四
〇
〇
〇
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
計
六
〇
〇
〇
〇
）

　
新
し
く
投
資
資
金
と
な
っ
た
の
は
、
東
洋
拓
殖
と
海
外
興
業
の
分
で
あ
る
が
、
海
外
興
業
の
分
は
、
西
村
拓
殖
に
対
す
る
貸
出
を
株
式

に
直
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
金
払
込
は
わ
ず
か
に
東
洋
拓
殖
の
四
二
〇
〇
〇
株
二
一
〇
万
円
で
あ
っ
た
．
さ
ら
に
、
こ
の
中
か
ら
南

洋
殖
産
の
現
金
買
収
費
二
〇
万
円
、
西
村
の
事
業
地
負
債
等
四
〇
万
円
、
そ
の
他
の
旧
債
六
〇
万
円
を
負
担
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
資
金

繰
り
は
、
当
初
よ
り
相
当
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
経
営
の
全
責
任
を
任
さ
れ
た
松
江
は
、
「
東
洋
拓
殖
が
良
く
此
の
事
情
を
了
解
し
、
必
要
な
資
金
は
随
時
出
し
て
遣
る
か
ら
と
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
あ
っ
た
の
で
、
之
を
唯
一
の
力
と
し
た
．
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
逆
に
み
れ
ば
、
民
間
会
社
と
し
て
設
立
し
た
南
洋
興
発
で
は
あ
っ
た
が
、

資
金
繰
り
は
、
国
策
会
社
の
支
援
を
得
て
い
る
と
い
う
、
極
め
て
政
府
色
の
強
い
会
社
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
一
九
二
三
年
に
、
サ
イ
パ
ン
に
製
糖
工
場
を
竣
工
、
操
業
か
ら
第
三
年
目
の
一
九
二
五
年
に
、
製
糖
量
八
九
三
七
t
と
い
う
飛
躍
的
成
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果
を
収
め
、
南
洋
糖
業
の
基
礎
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
．
一
九
三
〇
年
に
は
テ
ニ
ア
ン
工
場
が
、
ま
た
一
九
三
六
年
か
ら
は
ロ
タ
工
場
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

の
生
産
も
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
．
特
に
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
四
三
年
迄
は
、
年
平
均
五
二
四
三
四
t
の
砂
糖
生
産
実
績
を
あ
げ
て
い

（
1
0
）

る
。　

こ
の
間
，
一
九
三
一
年
に
は
．
蘭
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ァ
に
南
洋
興
発
合
名
会
社
（
オ
ラ
ソ
ダ
法
人
）
を
設
立
し
た
。
南
洋
興
発
合
名
会
社
は
．

ド
イ
ッ
の
フ
ォ
ニ
ッ
ク
ス
社
の
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
お
け
る
権
利
を
買
収
し
た
も
の
で
、
ナ
ビ
レ
地
区
に
お
け
る
ダ
マ
ー
ル
樹
脂
事
業
に
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

出
し
．
一
九
三
三
年
モ
ミ
地
区
に
お
け
る
棉
作
、
一
九
三
七
年
に
は
サ
ル
ミ
地
区
に
お
け
る
棉
作
に
着
手
し
た
。

　
松
江
の
、
蘭
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ァ
ヘ
の
思
い
入
れ
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ノ
進
出
を
果
た
し
た
翌
一
九
三
二
年
八
月

に
は
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
踏
査
を
終
え
た
後
、
ジ
ャ
ワ
島
に
渡
り
、
蘭
印
総
督
と
会
見
し
て
い
る
．
松
江
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
「
持
て
る
国
（
資
源
を
1
筆
者
記
）
は
、
そ
の
不
用
と
す
る
部
分
の
植
民
地
を
、
持
た
ざ
る
国
の
管
理
に
移
し
、
管
理
を
受
託
し
た
側
は
、
そ
の
経
営

　
に
全
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
、
門
戸
開
放
と
、
補
償
の
制
度
に
よ
っ
て
管
理
を
委
託
し
た
側
に
、
利
益
の
一
部
を
供
与
す
る
方
法
を
講
じ
、
両
国
の
共
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

　
的
繁
栄
を
図
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
。
」

と
い
う
考
え
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
対
象
が
、
蘭
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
一
九
三
四
年
に
は
「
蘭
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ァ
買
収

案
」
を
上
程
し
、
当
局
に
対
し
て
国
家
的
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
構
想
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
松
江
は
、
斉
藤
実
首
相
に
詳
細
を
説
明
し
た
り
、
自
ら
料
亭
を
借
り
切
っ
て
、
山
本
五
十
六
、
永
野

修
身
、
光
内
光
政
、
末
次
信
正
、
豊
田
副
武
、
高
橋
三
吉
、
加
藤
寛
治
、
島
田
繁
太
郎
と
い
っ
た
海
軍
省
幹
部
に
陳
情
を
行
っ
た
り
し
て

い
る
。
そ
の
要
旨
は
、

　
　
「
今
や
、
ジ
ャ
ワ
糖
業
の
没
落
を
は
じ
め
．
蘭
領
印
度
の
経
済
的
破
綻
は
必
至
の
情
勢
に
あ
り
、
加
え
て
欧
米
列
国
は
、
世
界
恐
慌
に
よ
る
国
内
の
対

　
応
に
追
わ
れ
．
進
ん
で
外
国
と
事
を
構
え
る
立
場
に
あ
ら
ず
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
条
件
に
お
い
て
、
今
こ
そ
蘭
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
買
収
に
関
し
、
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
ラ
ン
ダ
政
府
と
平
和
的
交
渉
を
開
始
し
、
膿
古
の
大
業
を
成
就
す
る
に
、
千
載
一
遇
の
好
機
と
い
う
べ
し
。
」
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海軍の南進と南洋興発（1920年～1936年）

南洋興発　年度別利益金，配当率，抱擁人口の推移

年　　度 期　　　間 期末資本金 利益金 配当率 抱擁人口

大正11年度

大正12年度

大正13年度

大正14年度

大正15年度

昭和2年度

昭和3年度

大10．10～11．9

大11．10～12．9

大12．10～13．9

大13．10～14．9

大14．10～15．9

大15．10～2．9

昭2．10～3．9

3，000

3，000

3，000

3，000

3，000

3，000

2，600

△　12

　　89

　　51

　336

　326

　355

　345

O
O
O
8
8
9
9

昭和4年度 昭3．10～4．9 2，600 336 9 10，000

昭和5年度 昭4．10～5．10 7，000 501 7．5 12，000

昭和6年度 昭5．11～6．10 7，000 644 7．5 14，000

昭和7年度 昭6．11～7．10 7，000 859 9 15，500

昭和8年度 昭7．11～8．10 20，000 1，447 9 16，000

昭和9年度 昭8．11～9．10 20，000 1，872 9 18，000

昭和10年度 昭9．11～10．10 20，000 2，965 9 28，000

昭和11年度 昭10．11－11．10 20，qoO 3，415 10 31，000

昭和12年度 昭11．11～12．9 40，000 4，428 12 33，000

昭和13年度 昭12．10～13．9 40，000 5，149 12 34，000

昭和14年度 昭13．10～14．9 40，000 4，605 12 35，000

昭和15年度 昭14．10～15．9 40，000 3，811 10 35，000

昭和16年度 昭15．10～16．9 40，000 4，027 9 35，000

昭和17年度 昭16．10～17．9 50，000 4，254 7 46，000

昭和18年度 昭17．10～18．9 50，000 5，353 6 48，000

昭和19年度 昭18．10～19．9 50，000 3，296 6 48，000

昭和20年度 昭19．10～20．3 50，000 1，434 4

（注）1　配当率は数種の株式のある場合，優先株のものを掲げた。

（注）2　出典：『南興史』より付表（1），付表（9〉をまとめ一つの表にした。
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と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
．

　
こ
の
時
期
の
南
洋
興
発
は
、
ま
さ
に
破
竹
の
勢
い
で
発
展
し
て
お
り
、
一
九
二
二
年
に
開
設
さ
れ
た
南
洋
庁
は
、
財
政
的
に
毎
年
数
百

万
円
の
赤
字
が
続
き
、
そ
の
不
足
額
を
国
庫
か
ら
の
補
助
金
に
頼
っ
て
い
た
が
、
一
九
三
二
年
以
降
、
南
洋
興
発
が
納
入
す
る
出
港
税
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

増
加
し
た
こ
と
で
、
台
湾
総
督
府
に
次
い
で
財
政
の
黒
字
化
を
実
現
し
て
い
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）六

千
株
は
旧
会
社
の
資
産
引
当
で
あ
っ
て
、

社
別
に
表
わ
し
た
。

我
部
政
明
「
日
本
の
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
占
領
と
〈
南
進
〉
」
（
二
）
『
法
学
研
究
』
第
五
五
巻
第
八
号
（
一
九
八
二
年
八
月
）
六
七
～
七
四
頁
参
照
。

防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
戦
史
叢
書
　
中
部
太
平
洋
方
面
海
軍
作
戦
D
』
　
朝
雲
新
聞
社
　
一
九
七
〇
年
　
一
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈

山
縣
孝
雄
著
『
南
拓
誌
』
南
拓
会
　
一
九
七
二
年
　
二
〇
頁
。

松
江
春
次
『
南
洋
開
拓
拾
年
誌
』
　
一
九
三
三
年
　
六
二
頁
。

同
右
書
　
六
二
頁
。

同
右
書
　
六
三
～
六
四
頁
。

武
村
次
郎
『
南
興
史
』
　
南
興
会
　
一
九
七
四
年
　
七
八
頁
。

同
右
書
　
六
八
頁
の
資
料
を
引
用
、
正
確
に
は
、
新
会
社
の
資
本
金
三
百
万
円
の
総
株
六
万
株
の
内
、
四
万
四
千
株
は
新
投
資
、
残
り
の
一
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
者
を
甲
号
株
、
後
者
を
乙
号
株
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
文
で
は
、
わ
か
り
易
く
株
引
受
会

　
　
　
　
　
　
原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
東
洋
拓
殖
　
甲
号

　
　
海
外
興
業
　
全

　
　
旧
西
村
拓
殖
関
係

　
　
旧
南
洋
殖
産
関
係

　
　
海
外
興
業

　
　
　
計

（
9
）
　
前
掲
書

（
1
0
）
　
前
掲
書

（
11
）
　
同
右
書

『
南
洋
開
拓
拾
年
誌
』

『
南
興
史
』

八
一
頁
。

四
二
〇
〇
〇
株

　
二
〇
〇
〇
株

乙
号
　
一
〇
〇
〇
〇
株

全
　
　
　
四
〇
〇
〇
株

全
　
　
　
二
〇
〇
〇
株

　
　
　
六
〇
〇
〇
〇
株
』

　
　
　
　
　
六
九
頁
。

　
　
一
〇
七
頁
。
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（
12
）
　
同
右
書

（
1
3
）
同
右
書

（
14
）
　
同
右
書

六
六
～
七
〇
頁
。

V
頁
。

八
一
頁
。

二
、
海
軍
の
南
進
政
策

海軍の南進と南洋興発（1920年～1936年）

　
①
　
「
対
南
洋
方
策
研
究
会
」
の
発
足

　
第
一
次
世
界
大
戦
を
機
に
、
海
軍
は
南
進
へ
の
足
掛
り
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
海
軍
は
、
委
任
統
治
後
も
、
南
洋
群
島
の
軍
事
的
拠

点
化
構
想
に
固
執
し
、
民
政
移
行
後
の
南
洋
庁
に
対
し
て
．
軍
事
的
配
慮
を
要
望
し
、
又
東
南
ア
ジ
ア
に
接
近
す
る
パ
ラ
オ
に
司
令
部
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

転
を
図
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
三
六
年
に
、
国
策
と
し
て
南
進
が
採
用
さ
れ
て
い
く
上
で
、
大
き
な
布
石
と
な
る
．

　
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
．
海
軍
で
は
．
液
体
燃
料
の
自
給
化
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
と
と
も
に
、
「
本
国
の
前
進
防
禦
陣
地
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
し
て
の
、
南
洋
群
島
の
戦
略
的
価
値
が
高
ま
り
を
み
せ
て
く
る
。
以
上
二
点
に
つ
い
て
組
織
的
な
研
究
を
行
う
目
的
で
、
一
九
三
五
年

七
月
「
対
南
洋
方
策
研
究
委
員
会
」
が
発
足
す
る
。
海
軍
創
立
以
来
、
初
め
て
の
組
織
的
な
南
洋
研
究
会
で
あ
る
。

　
又
一
方
、
こ
の
時
期
は
、
一
九
三
三
年
に
国
際
連
盟
を
脱
退
し
た
日
本
は
、
こ
の
と
き
海
軍
軍
備
条
約
交
渉
の
最
終
段
階
に
あ
り
、
一

九
三
五
年
に
は
、
軍
縮
会
議
を
控
え
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
の
ロ
ン
ド
ソ
軍
縮
条
約
は
、
日
本
の
海
軍
に
極
め
て
不
人
気
で
、
一
九
三
四

年
迄
に
、
海
軍
省
内
の
条
約
存
続
を
求
め
る
自
重
派
は
、
対
米
パ
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
強
硬
派
に
ほ
と
ん
ど
駆
逐
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ

　
（
3
）

っ
た
。
結
果
的
に
は
、
一
九
三
六
年
一
月
、
日
本
政
府
は
、
ロ
ソ
ド
ン
軍
縮
会
議
を
脱
退
、
一
九
三
七
年
一
月
一
日
よ
り
、
海
軍
軍
備
に

つ
い
て
無
条
約
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
部
海
軍
首
脳
部
の
望
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
省
内
で
勢
力
を
掌
握
し
つ
つ
あ
っ

た
強
硬
派
は
、
一
九
三
四
年
以
降
軍
令
部
を
中
心
に
、
こ
の
事
態
も
予
想
し
て
、
独
自
の
政
策
を
検
討
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
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ろ
う
。

　
一
九
三
五
年
七
月
十
五
日
、
「
対
南
洋
方
策
研
究
委
員
会
」
（
以
下
「
対
南
研
」
と
す
る
）
の
メ
ン
バ
ー
が
発
表
さ
れ
た
。
委
員
長
に
は
、

軍
令
部
次
長
、
中
将
加
藤
隆
義
が
な
り
、
委
員
に
は
、
軍
務
局
長
、
中
将
吉
田
善
吾
以
下
、
二
十
一
名
が
任
命
さ
れ
る
が
十
二
月
に
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

っ
て
、
委
員
長
に
は
、
中
将
島
田
繁
太
郎
が
、
軍
務
局
長
に
は
、
中
将
豊
田
副
武
が
と
っ
て
か
わ
る
。
委
員
長
、
軍
務
局
長
を
除
い
て
、

他
は
す
べ
て
海
軍
省
の
主
要
部
局
の
中
核
を
な
す
佐
官
級
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
発
足
年
の
一
九
三
五
年
に
は
、
約
六
ケ
月
間
に

計
三
回
の
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
下
部
機
構
で
あ
る
「
対
南
研
小
委
員
会
」
は
、
実
に
二
十
一
回
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
の

構
成
メ
ソ
バ
ー
と
、
委
員
会
開
催
の
頻
度
は
、
同
委
員
会
が
、
海
軍
省
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

（
5
）

え
る
。
（
一
九
三
六
年
末
迄
に
は
、
「
小
委
員
会
』
の
開
催
数
は
、
九
十
九
回
に
及
ぶ
）

「
対
南
研
」
に
お
け
る
主
要
調
査
研
究
事
項
は
、

　
第
一
．
帝
国
、
国
防
上
ヨ
リ
見
タ
ル
表
南
洋
各
地
域
に
関
す
る
調
査
検
討

　
第
二
、
表
南
洋
発
展
に
対
す
る
諸
方
策

　
第
三
、
対
表
南
洋
実
行
具
体
案
（
注
　
表
南
洋
と
は
、
蘭
領
印
度
、
遙
羅
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
．
英
領
マ
レ
ー
、
英
領
ボ
ル
ネ
オ
、
英
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

　
　
　
　
ソ
・
モ
ソ
諸
島
、
ギ
ル
バ
ー
ド
諸
島
、
仏
領
印
度
支
那
、
葡
領
チ
モ
ー
ル
、
新
南
群
島
を
言
う
）

　
　
　
（
6
）

で
あ
っ
た
。
第
二
、
第
三
の
研
究
事
項
か
ら
、
す
で
に
、
海
軍
が
、
目
的
と
し
て
表
南
洋
へ
の
進
出
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特

に
、
第
三
事
項
は
、
さ
ら
に
、
「
第
一
款
　
対
表
南
洋
方
策
実
行
二
対
ス
ル
各
種
障
害
ノ
検
討
並
二
障
害
排
除
方
策
ノ
研
究
」
「
第
二
款

対
表
南
洋
方
策
実
行
二
対
ス
ル
外
交
政
策
ノ
研
究
」
「
第
三
款
　
対
表
南
洋
方
策
実
行
二
対
ス
ル
海
軍
政
策
ノ
研
究
」
「
第
四
款
　
対
表
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

洋
方
策
実
行
二
必
要
ナ
ル
諸
工
作
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
対
南
研
」
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
、
調
査
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
南
洋
興
発
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。
一
九
三
六
年
に
な
る
と
、
月

七
～
八
回
と
い
う
頻
度
で
、
「
対
南
研
小
委
員
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
六
十
一
回
「
対
南
研
小
委
員
会
」
の
開
催
通
知
が
出
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さ
れ
た
五
月
二
十
八
日
、
南
洋
興
発
は

要
約
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
南
方
国
策
ノ
強
化
ト
其
ノ
障
害
除
去
二
関
ス
ル
件
」
と
題
す
る
報
告
書
を
提
出
し
た
。
内
容
を

海軍の南進と南洋興発（1920年～1936年）

e
、
当
初
．
開
拓
を
絶
望
視
さ
れ
て
い
た
南
洋
群
島
が
、
施
政
十
年
に
し
て
、
財
政
独
立
を
達
成
し
、
生
産
年
額
約
二
四
〇
〇
万
円
、
移
住
内
地
人
の

　
数
は
、
五
五
〇
〇
〇
人
に
達
し
て
い
る
。

口
、
南
方
貿
易
に
お
い
て
、
対
南
洋
輸
出
は
一
九
三
一
年
よ
り
三
五
年
迄
に
、
総
額
二
十
五
億
円
の
内
二
億
八
O
O
O
万
円
（
一
割
強
）
を
占
め
て
い

　
る
。

白
、
資
源
の
自
給
の
面
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
が
有
力
で
あ
る
。

㊨
、
人
口
問
題
の
解
決
を
考
え
た
場
合
も
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
が
最
適
で
あ
る
。

㈲
、
さ
ら
に
，
具
体
的
に
南
方
経
営
の
障
害
除
去
を
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
南
方
発
展
に
於
て
最
も
主
要
な
る
目
標
地
た
る
べ
き
、
蘭
領
東
印
度
で

　
の
恐
日
感
情
を
除
去
す
べ
き
で
あ
る
。

㈹
、
和
蘭
政
府
が
日
本
を
恐
れ
て
い
る
原
因
は
、

　
④
．
満
州
、
上
海
両
事
変
並
に
、
連
盟
脱
退
に
現
れ
た
日
本
の
強
硬
態
度
．

　
㈲
．
蘭
領
印
度
の
経
済
的
疲
弊
、
並
び
に
財
政
的
窮
迫
、

　
の
、
植
民
地
再
分
割
論
の
拾
頭
、

　
　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

㈹
．
外
紙
駐
在
員
の
デ
マ
を
制
止
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑳
、
国
際
信
義
を
無
視
す
る
入
国
令
の
変
更
に
は
、
抗
議
す
べ
き
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
の
蘭
領
印
度
の
入
国
令
が
、
一
九
三
三
年
と
三
五
年
に
変
更

　
に
な
り
、
邦
人
企
業
が
こ
ま
っ
て
い
る
。

σO、

輸
入
制
限
及
び
企
業
制
限
を
、
打
破
す
る
必
要
が
あ
る
．
一
九
三
四
年
、
蘭
印
政
府
が
、
関
税
の
新
設
並
び
に
引
ぎ
上
げ
を
行
っ
た
こ
と
で
、
在

　
留
邦
商
は
、
死
活
的
打
撃
を
受
け
た
。

㊦
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
現
状
よ
り
、
和
蘭
が
日
本
に
対
し
抱
き
つ
つ
あ
る
脅
威
感
を
打
破
し
、
日
蘭
相
互
の
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
す
る
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
提
携
を
実
現
す
る
た
め
、
和
蘭
本
国
に
、
親
善
使
節
．
並
び
に
経
済
使
節
を
派
遣
す
べ
き
で
あ
る
。

239



法学研究65巻2号（’92：2）

「
い
か
に
し
て
表
南
洋
に
進
出
す
る
か
」
を
目
的
と
す
る
「
対
南
研
」
に
お
け
る
研
究
事
項
の
中
で
も
、
「
表
南
洋
に
進
出
す
る
に
は
、

障
害
を
ど
の
よ
う
に
排
除
し
た
ら
よ
い
か
」
と
い
う
．
あ
る
意
味
で
は
一
番
重
要
な
部
分
で
、
南
洋
興
発
の
意
見
が
、
影
響
力
を
も
っ
て

い
た
と
推
察
で
き
る
。

　
六
月
十
九
日
、
第
七
回
「
対
南
研
」
の
、
議
題
は
e
南
洋
水
産
業
発
展
方
策
、
⇔
対
比
島
方
策
、
㊧
対
仏
領
印
度
支
那
方
策
、
㊨
対
葡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

領
「
チ
モ
ー
ル
」
方
策
、
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
七
月
二
〇
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
チ
モ
ー
ル
に
対
す
る
進
出
方
針
に
関

す
る
件
覚
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
『
対
葡
領
『
チ
モ
ー
ル
』
方
策
二
関
シ
テ
ハ
対
南
研
甲
第
十
二
号
ヲ
以
テ
対
南
洋
方
策
研
究
委
員
会
委
員
長
ヨ
リ
報
告
ア
リ
タ
ル
慮
現
下
機
微
ナ
ル
内

　
外
ノ
情
勢
二
鑑
ミ
同
地
二
対
ス
ル
我
方
進
出
二
当
リ
テ
ハ
慎
重
事
二
当
リ
其
ノ
第
一
歩
ヲ
誤
ラ
ザ
ル
如
ク
指
導
ス
ル
コ
ト
肝
要
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ニ

　
付
テ
ハ
関
係
省
間
二
左
記
要
領
二
依
ル
方
針
ヲ
速
二
確
立
シ
之
ヲ
実
行
二
移
ス
コ
ト
ト
ス

　
　
記

　
一
、
具
体
的
進
出
ノ
実
行
力
ヲ
有
ス
ル
南
洋
興
発
株
式
会
社
ヲ
シ
テ
第
二
号
ノ
要
領
二
依
リ
自
由
手
腕
ヲ
振
ハ
シ
メ
『
チ
モ
ー
ル
』
二
足
場
ヲ
固
メ
シ

　
　
ム

　
　
競
争
的
二
進
出
セ
ン
ト
ス
ル
他
ノ
企
業
者
ハ
当
分
ノ
間
主
務
省
二
於
テ
之
ヲ
阻
止
ス
（
但
シ
油
田
二
進
出
ス
ル
場
合
ハ
協
和
鑛
業
ヲ
シ
テ
当
ラ
シ
ム

　
　
ル
コ
ト
）

　
二
、
現
地
二
於
ケ
ル
事
業
ハ
『
チ
モ
ー
ル
』
官
憲
ノ
要
望
ス
ル
モ
ノ
ヨ
リ
着
手
シ
該
官
民
ヲ
シ
テ
漸
次
親
日
的
傾
向
二
導
キ
先
ヅ
我
地
歩
ヲ
占
メ
タ
ル

　
　
後
第
二
段
ノ
策
ヲ
講
ズ

　
三
、
詳
細
ナ
ル
調
査
ハ
第
一
歩
ヲ
確
保
シ
タ
ル
後
漸
ヲ
追
ッ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
シ
調
査
ノ
為
数
々
人
ヲ
派
遣
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
之
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
ト
ス

　
四
、
進
出
ハ
不
言
実
行
ヲ
旨
ト
シ
買
収
等
二
関
ス
ル
我
方
ノ
意
向
ハ
此
ノ
際
絶
対
二
秘
匿
シ
極
力
南
洋
興
発
株
式
会
社
ヲ
内
面
的
二
支
援
シ
我
方
実
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
カ
ノ
速
カ
ナ
ル
扶
植
ヲ
図
ル
。
」

　
実
は
、
こ
の
「
対
南
研
」
の
研
究
結
果
で
あ
る
「
葡
領
チ
モ
ー
ル
に
対
ス
ル
進
出
方
針
に
関
ス
ル
件
覚
」
は
、
南
洋
興
発
社
長
松
江
が
、

軍
令
部
次
長
鳥
田
繁
太
郎
を
訪
問
し
た
結
果
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
．
松
江
は
、
こ
れ
よ
り
約
二
ヶ
月
前
の
五
月
末
、
島
田
を
訪
れ
、
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海軍の南進と南洋興発（1920年～1936年）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
　
「
『
チ
モ
ー
ル
』
二
於
ル
諸
事
業
ハ
是
非
南
洋
興
発
ニ
テ
行
ヒ
タ
シ
〔
同
地
は
〕
日
本
人
ノ
事
業
ヲ
歓
迎
ス
」

と
述
べ
て
い
る
．

　
実
際
に
は
、
南
洋
興
発
は
一
九
三
七
年
九
月
．
持
株
比
率
四
〇
％
、
資
本
金
一
八
九
万
パ
タ
カ
で
、
の
。
9
a
器
Φ
＞
讐
一
8
寅
評
鼠
即
①

↓
蚕
富
臣
o
ピ
量
（
略
称
S
・
A
・
P
・
T
）
を
デ
リ
ー
市
に
設
立
し
た
。
S
・
A
・
P
・
T
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
チ
モ
ー
ル
島
に
お
け
る
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

ー
ヒ
：
、
ゴ
ム
等
の
農
園
経
営
、
及
び
貿
易
、
海
運
業
の
事
業
を
目
的
と
す
る
、
日
本
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
合
弁
企
業
で
あ
っ
た
．

　
第
七
回
「
対
南
研
」
の
議
題
e
、
南
洋
水
産
発
展
方
策
に
つ
い
て
は
、
推
量
の
域
を
出
な
い
が
、
南
興
水
産
株
式
会
社
に
期
待
し
て
掲

げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
南
興
水
産
株
式
会
社
は
、
焼
津
漁
業
者
を
代
表
す
る
庵
原
市
蔵
が
主
唱
し
、
こ
れ
に
共
鳴
す
る
松
江

の
後
援
に
よ
り
．
当
時
未
知
の
魚
田
で
あ
っ
た
南
洋
漁
業
の
開
拓
を
め
ざ
し
、
南
洋
興
発
の
水
産
部
門
を
分
離
し
て
、
一
九
三
五
年
一
月

設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
社
は
、
パ
ラ
オ
・
サ
イ
バ
ソ
、
ト
ラ
ッ
ク
、
ポ
ナ
ペ
等
に
お
け
る
カ
ツ
オ
漁
業
、
カ
ツ
オ
節
製
造
を
主
事
業

と
し
、
他
に
製
氷
、
缶
詰
等
の
事
業
を
行
い
、
一
時
は
、
内
地
カ
ツ
オ
節
需
要
の
過
半
量
を
ま
か
な
い
．
資
本
金
二
〇
〇
〇
万
円
の
大
企

　
　
　
　
　
（
1
3
）

業
に
発
展
し
た
。

　
第
七
回
「
対
南
研
」
か
ら
一
ケ
月
後
の
八
月
十
一
日
、
閣
議
で
「
国
策
の
基
準
」
が
決
定
さ
れ
．

　
　
「
南
方
海
洋
殊
二
外
南
洋
方
面
二
対
シ
我
民
族
的
経
済
的
発
展
ヲ
策
シ
努
メ
テ
他
国
二
対
ス
ル
刺
激
ヲ
避
ケ
ツ
ツ
漸
進
的
平
和
的
手
段
ニ
ヨ
リ
我
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
ノ
進
出
ヲ
計
リ
以
テ
満
州
国
ノ
完
成
ト
相
侯
ツ
テ
国
力
ノ
充
実
強
化
ヲ
期
ス
」

こ
と
と
な
っ
た
。
ま
さ
に
「
対
南
研
」
の
研
究
が
生
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
長
い
目
で
み
る
と
、

　
1
、
「
中
継
基
地
」
と
し
て
期
待
さ
れ
た
南
洋
群
島
は
、
相
変
わ
ら
ず
委
任
統
治
領
で
、
軍
事
基
地
化
が
妨
げ
ら
れ
た
。

　
2
、
蘭
印
進
出
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
が
悪
化
し
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
3
、
陸
軍
が
、
華
北
工
作
か
ら
日
中
戦
争
へ
と
、
大
陸
へ
の
介
入
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
の
に
応
じ
て
、
海
軍
も
、
南
支
に
深
く
介
入
し
て
い
っ
た
。
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な
ど
の
理
由
で
、
「
対
南
研
」
が
作
り
出
し
た
実
践
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
．
充
分
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
海
軍
の
南
進
政
策
に
、
具
体
案
を
提
出
し
た
意
義
は
大
き
く
、
そ
の
実
行
者
に
は
、
南
洋
興
発
が
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
．
「
対
南
研
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
は
、
「
海
軍
政
策
及
制
度
研
究
調
査
委
員
会
」
の
委
員
も
兼
ね
て
い
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）収

）

（
4
）六

頁
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）○

頁
を
要
約
し
た
．

パ　　パ　　ハ　　ハ　　パ　　ハ　　パ
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我
部
前
掲
論
文
　
八
六
頁
．

波
多
野
前
掲
論
文
　
一
五
一
～
一
五
二
頁
。

麻
田
貞
雄
「
日
本
海
軍
と
対
米
政
策
お
よ
び
戦
略
」
（
細
谷
千
博
、
斎
藤
真
他
編
『
日
米
関
係
史
2
』
東
京
大
学
出
版
会

一
一
一
頁
～
一
一
二
頁
。

土
井
章
監
修
『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
　
第
一
巻
　
海
軍
省
資
料
（
1
）
』
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
　
一
九
七
八
年

　
（
以
下
『
海
軍
省
資
料
（
1
ご
と
す
る
）

同
右
書
　
（
5
）
頁
。

同
右
書
　
二
九
四
～
三
〇
〇
頁
。

同
右
書
　
二
九
八
～
二
九
九
頁
。

土
井
章
監
修
『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
　
第
二
巻
　
海
軍
省
資
料
（
2
）
』
　
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
　
一
九
八
O
年

　
　
　
　
　
　
（
以
下
『
海
軍
省
資
料
（
2
）
』
と
す
る
）

同
右
書
　
一
八
八
頁
．

同
右
書
　
二
六
一
～
二
六
二
頁
。

防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
戦
史
叢
書
　
大
本
営
海
軍
部
・
聯
合
艦
隊
ω
』
朝
雲
社
　
一
九
七
六
年
　
二
九
六
～
二
九
七
頁
。

前
掲
書
『
南
興
史
』
　
八
七
頁
。

同
右
書
　
八
三
頁
。

前
掲
書
『
海
軍
省
資
料
（
2
）
』
　
二
九
一
～
二
九
二
頁
。

波
多
野
前
掲
論
文
　
二
二
一
～
二
二
二
頁
．

一
九
七
一
年
所

二
八
二
～
二
八

一
一
八
～
コ
ニ
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働
　
「
海
軍
政
策
及
制
度
研
究
調
査
委
員
会
」
の
発
足

　
海
軍
中
央
部
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
、
海
軍
省
と
軍
令
部
の
職
員
か
ら
成
る
委
員
会
を
組
織
し
て
、
特
定
案
件
を
検
討
す
る
こ
と
が
多

　
　
（
1
）

か
っ
た
。
一
九
三
六
年
三
月
に
「
海
軍
政
策
及
制
度
研
究
調
査
委
員
会
（
以
下
『
海
軍
制
度
調
査
会
』
と
す
）
」
が
発
足
し
．
同
年
十
二
月
迄

続
い
た
。

　
発
足
の
動
機
は
、
軍
務
局
の
任
務
が
あ
ま
り
に
増
え
た
た
め
、
何
と
か
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
、
石
原
完
爾
参
謀
本
部
作
戦
課

長
着
任
以
来
の
、
陸
軍
側
の
北
方
重
視
思
想
に
対
し
て
、
海
軍
側
も
、
海
軍
政
策
及
び
海
軍
軍
備
充
実
に
つ
い
て
の
検
討
が
、
必
要
と
な

　
　
　
　
　
　
（
2
）

っ
た
た
め
で
あ
る
。

「
海
軍
制
度
調
査
会
」
は
三
組
織
か
ら
な
っ
た
。
第
一
委
員
会
の
研
究
調
査
目
的
は
、

　
　
「
帝
国
ノ
国
策
並
二
之
ガ
実
現
二
必
要
ナ
ル
海
軍
政
策
ノ
具
体
案
ヲ
研
究
調
査
立
案
ス
』

第
二
委
員
会
の
目
的
は
、

　
　
「
帝
国
海
軍
ノ
内
容
充
実
及
能
率
化
二
必
要
ナ
ル
諸
制
度
及
定
員
改
正
ノ
具
体
案
ヲ
研
究
調
査
立
案
ス
』

第
三
委
員
会
の
目
的
は
、

　
　
「
財
政
計
画
ヲ
検
討
シ
　
且
海
軍
予
算
ノ
経
済
化
二
対
ス
ル
具
体
案
ヲ
研
究
調
査
立
案
ス
」

　
　
　
（
3
）

で
あ
っ
た
。

　
研
究
調
査
の
内
容
か
ら
、
第
一
委
員
会
は
「
対
南
研
」
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
九
名
の
う
ち
、
以
下
の
七
名
が
「
対
南

研
」
の
委
員
で
あ
っ
た
。

　
委
員
長
　
豊
田
副
武
中
将
（
海
軍
省
軍
務
局
長
）

　
委
員
　
　
近
藤
信
竹
少
将
（
軍
令
部
第
一
部
長
）

　
　
　
　
　
高
須
四
郎
少
将
（
軍
令
部
第
三
部
長
）
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岡
敬
純
大
佐
（
海
軍
省
臨
時
調
査
課
長
）

　
　
　
　
　
中
原
義
正
大
佐
（
軍
令
部
第
一
部
直
属
部
員
）

　
　
　
　
　
保
科
善
四
郎
大
佐
（
海
軍
省
軍
務
局
第
一
課
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
　
小
川
貫
璽
中
佐
（
海
軍
省
出
仕
）

当
時
の
海
軍
省
の
中
核
的
人
物
達
で
あ
っ
た
。

　
海
軍
政
策
の
具
体
案
を
検
討
す
る
「
海
軍
制
度
調
査
会
」
の
第
一
委
員
会
は
、
南
進
に
対
し
て
、
平
和
的
に
、
主
と
し
て
移
植
民
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

経
済
の
両
面
で
発
展
さ
せ
て
い
く
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
委
員
の
一
人
、
岡
敬
純
大
佐
は
、
当
時
こ
の
方
面
で
経
済
的
な
支
配
力
を
持
っ
て
い
た
「
華
僑
」
の
組
織
や
行
動
を
、
系
統
的
に
研
究

し
た
こ
と
、
南
洋
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
南
洋
興
発
を
積
極
的
に
援
助
し
、
海
軍
で
は
同
社
の
貿
易
用
ス
ク
ー
ナ
ー
船
の
建
造
を
好
意
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
行
っ
た
こ
と
を
彼
の
回
想
録
に
述
べ
て
い
る
。

「
対
南
研
」
の
場
合
と
同
様
、
「
海
軍
制
度
調
査
会
」
で
も
、
海
軍
の
南
進
政
策
を
具
体
化
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
南
洋
興
発
に

期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
南
洋
興
発
は
、

　
e
、
ア
ラ
フ
ラ
海
真
珠
業
の
統
制
機
関
を
パ
ラ
オ
に
設
け
、
母
船
を
作
り
、
燃
料
油
の
供
給
と
、
真
珠
の
収
集
を
行
い
た
い
こ
と
．

　
⇔
、
蘭
領
東
印
度
、
シ
ャ
ム
国
に
経
済
進
出
し
た
く
、
シ
ャ
ム
国
へ
の
経
済
進
出
は
、
砂
糖
会
社
の
新
設
に
割
り
込
ん
で
合
弁
と
し
、
ゴ
ム
採
植
事
業

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
も
行
い
た
い
こ
と
。

な
ど
の
計
画
を
も
っ
て
い
た
。
海
軍
の
、
移
植
及
び
経
済
の
両
面
で
南
進
を
行
い
た
い
意
向
と
ま
さ
に
合
致
す
る
。

　
南
洋
興
発
は
、
一
九
三
七
年
五
月
、
南
太
平
洋
貿
易
株
式
会
社
を
設
立
し
た
。
南
太
平
洋
貿
易
株
式
会
社
は
、
蘭
領
セ
レ
ベ
ス
島
に
お

け
る
、
ヤ
シ
、
ゴ
ム
、
カ
ポ
ッ
ク
等
の
農
園
経
営
、
コ
プ
ラ
貿
易
を
主
事
業
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
傘
下
に
農
園
経
営
の
別
働
隊
と
し
て
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の
セ
レ
ベ
ス
興
業
合
資
会
社
と
、
群
島
各
地
と
内
地
で
、
搾
油
事
業
を
行
う
南
洋
油
脂
興
業
株
式
会
社
を
有
し
て
い
た
．
資
本
金
は
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

○
○
万
円
で
上
場
会
社
で
あ
っ
た
。

　
同
年
六
月
、
真
珠
貝
採
取
事
業
を
目
的
と
し
て
、
海
洋
殖
産
株
式
会
社
を
、
パ
ラ
オ
に
設
立
し
た
。
同
社
は
、
当
時
乱
立
し
て
い
た
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ラ
フ
ラ
海
に
お
け
る
白
蝶
採
取
事
業
を
統
合
運
営
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
、
南
洋
拓
殖
（
国
策
会
社
）
と
の
共
同
事
業
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

　
ま
さ
に
、
海
軍
が
考
え
た
こ
と
を
、
南
洋
興
発
が
実
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
南
洋
興
発
の
計
画
は
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
か
つ
、
着

着
と
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
海
軍
制
度
調
査
会
」
第
一
委
員
会
で
は
、
移
植
民
及
び
経
済
政
策
両
面
で
、
漸
進
的
に
進
出
す
る
一
方
で
、
米
英
蘭
か
ら

の
圧
迫
に
対
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
「
常
二
慎
重
ノ
用
意
ヲ
以
テ
臨
ミ
、
且
万
一
二
対
ス
ル
実
力
ノ
準
備
完
成
ヲ
要
ス
」

と
、
海
軍
軍
備
充
実
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
公
式
の
国
策
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
広
田
内
閣
の
五
相
会
議
で
確
認
さ
れ
た
「
国
策
の
基
準
」
の
な
か
で
あ
る
。

　
　
「
帝
国
内
外
ノ
情
勢
二
鑑
ミ
当
二
帝
国
ト
シ
テ
確
立
ス
ベ
キ
根
本
国
策
ハ
外
交
国
防
相
侯
ツ
テ
東
亜
大
陸
二
於
ケ
ル
帝
国
ノ
地
歩
ヲ
確
保
ス
ル
ト
共
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

　
南
方
海
洋
二
進
出
発
展
ス
ル
ニ
在
リ
」

と
い
う
項
に
、
最
初
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
平
和
進
出
に
は
じ
ま
っ
た
海
軍
の
南
進
政
策
は
．
世
界
情
勢
に
対
応
し
、
一
九
四
〇
年
七
月
に
は
、
「
世
界
情

勢
の
推
移
に
伴
う
時
局
処
理
要
綱
」
で
、
武
力
を
伴
う
国
策
に
迄
高
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
前
掲
書
『
戦
史
叢
書
　
大
本
営
海
軍
部
・
聯
合
艦
隊
ω
』
　
二
八
八
～
二
八
九
頁
．

　
（
2
）
　
同
右
書
　
二
九
〇
頁
。

　
（
3
）
　
同
右
書
　
二
九
二
頁
。

　
（
4
）
　
前
掲
書
『
海
軍
省
資
料
（
1
ご
　
二
八
五
～
二
八
六
頁
　
及
び
二
九
二
頁
。
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前
掲
書
『
戦
史
叢
書
　
大
本
営
海
軍
部
・
聯
合
艦
隊
ω
』

同
右
書
　
二
九
六
頁
。

同
右
書
　
二
九
六
～
二
九
七
頁
。

前
掲
書
『
南
興
史
』
　
八
六
頁
。

同
右
書
　
八
七
～
八
八
頁
．

前
掲
書
『
戦
史
叢
書
　
大
本
営
海
軍
部
・
聯
合
艦
隊
ω
』

前
掲
書
『
海
軍
省
資
料
（
2
）
』
　
二
九
一
頁
。

二
九
六
頁
．

二
九
七
頁
。

246

む
す
び
に
か
え
て

　
南
洋
群
島
は
、
一
九
二
〇
年
に
日
本
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
国
際
連
盟
規
約
第
二
十
二
条
に
準
拠
し
た
「
南
洋
群
島
二
対
ス
ル
帝
国
ノ
委
任

統
治
条
項
」
を
調
印
し
て
以
降
、
日
本
の
委
任
統
治
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
条
項
に
は
、
軍
備
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

　
　
「
第
四
条
　
土
着
民
ノ
軍
事
教
育
ハ
地
域
内
警
察
及
本
地
域
ノ
地
方
的
防
衛
ノ
爲
ニ
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
之
ヲ
禁
止
ス
ヘ
シ
　
又
本
地
域
内
二
陸
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
軍
根
拠
地
又
ハ
築
城
ヲ
建
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

　
こ
の
条
項
に
よ
り
、
南
洋
群
島
は
、
少
く
と
も
日
本
の
国
際
連
盟
脱
退
通
告
二
年
後
の
、
一
九
三
五
年
三
月
二
十
六
日
迄
は
、
連
盟
規

約
第
二
十
二
条
の
委
任
統
治
制
度
に
よ
る
軍
備
制
限
を
受
け
、
そ
れ
か
ら
一
九
三
六
年
末
迄
は
、
ワ
シ
ン
ト
ソ
軍
備
制
限
条
約
第
十
九
条

の
制
限
を
受
け
て
い
た
。

　
軍
事
制
限
下
で
の
南
洋
群
島
の
土
木
建
設
は
、
南
洋
庁
が
す
べ
て
南
洋
興
発
に
、
工
事
を
請
け
負
わ
せ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

道
路
、
港
湾
、
農
漁
業
産
物
干
場
、
灯
台
、
及
び
商
業
用
飛
行
場
の
建
設
で
あ
っ
た
。
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非
軍
事
施
設
の
建
設
の
み
で
は
な
い
．
こ
の
間
、
軍
事
的
観
点
か
ら
南
洋
群
島
の
基
地
調
査
が
、
何
度
か
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

回
基
地
調
査
は
、
一
九
三
〇
年
に
、
海
軍
よ
り
南
洋
興
発
社
長
松
江
に
依
頼
さ
れ
同
社
の
大
波
農
務
技
師
が
実
施
し
て
い
る
。
対
象
は
、

飛
行
場
調
査
で
あ
っ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
当
時
、
列
国
は
、
南
洋
群
島
の
軍
事
施
設
に
関
し
、
日
本
政
府
に
相
当
な
疑
惑
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
海
軍
が
表
に
出
な
い
で

す
む
よ
う
に
、
南
洋
興
発
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
一
九
三
六
年
八
月
の
「
国
策
の
基
準
」
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
迄
の
南
進
政
策
は
、
経
済
的
発
展
に
よ
る
平
和
的
進
出
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
至
る
迄
の
過
程
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
「
対
南
研
」
と
「
海
軍
制
度
調
査
会
」
で
あ
り
、
一
九
三
五
年
か
ら
一
九

三
六
年
に
か
け
て
、
海
軍
の
と
る
べ
き
方
策
に
つ
い
て
の
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
こ
の
両
委
員
会
で
、
海
軍
の
手
足
と
な
っ
て
、
南
進
を

具
体
化
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
が
南
洋
興
発
で
あ
っ
た
。

　
一
九
ニ
ニ
年
に
産
声
を
あ
げ
た
南
洋
興
発
は
、
一
九
三
五
年
に
は
．
資
本
金
二
〇
〇
〇
万
円
、
配
当
率
九
～
一
〇
％
、
従
業
員
四
八
○

○
○
名
の
大
会
社
に
成
長
し
て
お
り
、
社
長
松
江
春
次
に
よ
る
．
さ
ら
な
る
事
業
拡
大
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
南
洋
興
発
で
も
海
軍
と
の

結
び
つ
ぎ
の
強
化
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
松
江
は
、
一
九
三
二
年
に
『
南
洋
開
拓
拾
年
史
』
を
著
し
、

　
　
「
創
業
十
年
を
迎
へ
て
、
社
運
の
発
展
を
見
、
之
は
独
り
當
社
の
発
展
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
此
の
た
め
に
南
洋
庁
は
財
政
の
独
立
を
遂
げ
、
更
に

　
基
の
力
の
充
実
し
余
勢
の
温
る
る
処
、
當
社
は
糖
業
を
中
心
と
し
て
、
各
種
の
南
洋
事
業
の
開
発
に
着
手
す
る
に
至
り
、
更
に
多
年
待
望
し
て
居
っ
た

　
蘭
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
対
す
る
進
出
を
敢
行
し
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
十
周
年
を
迎
へ
て
最
近
に
於
け
る
南
洋
開
拓
は
、
非
常
な
る
発
展
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
遂
げ
た
訳
で
、
南
洋
開
拓
の
我
国
に
対
す
る
重
要
性
が
漸
次
鮮
明
に
な
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
．
」

と
述
べ
て
い
る
．

　
一
九
三
一
年
の
蘭
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
開
発
着
手
は
、
そ
の
後
の
南
洋
興
発
の
事
業
に
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
た
。
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
に
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お
け
る
鉱
業
権
の
取
得
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
．
チ
モ
！
ル
、
セ
レ
ベ
ス
、
海
南
島
へ
の
進
出
を
含
め
、
南
方
地
域
に
お
け
る
各
種
の
資
源
開

発
も
行
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
五
年
二
月
、
ペ
リ
リ
ュ
ー
燐
磧
工
場
が
竣
工
し
た
。
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
の
燐
磯
採
掘
権
は
、
第
一
次
大
戦
後
、
日
本
政
府
が
ド
イ

ツ
の
南
洋
燐
磯
会
社
か
ら
買
収
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
南
洋
興
発
が
一
九
三
三
年
七
月
に
南
洋
庁
か
ら
買
い
受
け
た
．
南
洋
興
発
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
は
、
最
初
の
鉱
業
権
の
取
得
で
、
一
九
三
六
年
度
に
は
、
一
七
一
〇
〇
t
の
燐
硬
移
出
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。

　
一
九
三
六
年
に
は
、
ア
ソ
ガ
ウ
ル
島
の
燐
磯
採
掘
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
南
洋
拓
殖
株
式
会
社
に
南
洋
興
発
も
資
本
参
加
を
行
っ

た
。
南
洋
拓
殖
は
、
南
洋
拓
殖
株
式
会
社
令
に
基
づ
く
国
策
会
社
と
し
て
南
洋
庁
が
、
ア
ン
ガ
ウ
ル
、
フ
ハ
イ
ス
両
島
の
鉱
業
権
を
現
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

出
資
し
、
資
本
金
二
〇
〇
〇
万
円
を
も
っ
て
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
南
洋
興
発
は
、
南
洋
庁
に
次
ぐ
第
二
の
株
主
で
あ
っ
た
。

　
南
洋
興
発
は
そ
の
後
、
ト
コ
ベ
島
、
ロ
タ
島
に
燐
磧
工
場
を
作
り
操
業
を
開
始
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
南
太
平
洋
貿
易
株
式
会
社
、
日
本
真
珠
株
式
会
社
、
東
印
度
水
産
株
式
会
社
、
マ
ニ
ラ
醸
造
株
式
会
社
、
マ
カ
ッ
サ
ル
水
産

　
　
（
8
）

株
式
会
社
な
ど
、
外
領
事
業
、
群
島
内
事
業
、
国
内
事
業
を
含
め
て
、
一
八
の
傍
系
企
業
を
傘
下
に
置
く
迄
に
発
展
し
て
い
く
。

　
海
軍
に
と
っ
て
、
平
和
的
手
段
、
す
な
わ
ち
経
済
進
出
に
よ
る
南
進
政
策
を
考
え
て
い
た
時
期
、
南
洋
興
発
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
南
洋
興
発
に
と
っ
て
も
、
よ
り
一
層
の
事
業
拡
大
の
た
め
、
海
軍
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
必
要
で
あ
っ
た
。
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
海
軍
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
し
た
南
洋
興
発
は
、
民
間
企
業
で
あ
り
な
が
ら
、
終
戦
と
同
時
に
、
連
合
国
軍
総
司

令
部
か
ら
の
、
直
接
指
定
を
も
っ
て
、
満
鉄
や
台
湾
銀
行
な
ど
と
と
も
に
企
業
閉
鎖
を
命
ぜ
ら
れ
、
再
び
復
興
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
四
五
年
九
月
三
〇
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

前
掲
書
『
戦
史
叢
書

同
右
書
　
五
二
頁
．

同
右
書
　
五
六
頁
．

中
部
太
平
洋
方
面
海
軍
作
戦
ω
』
　
四
一
頁
。
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同
右
書

前
掲
書

前
掲
書

同
右
書

同
右
書

五
二
頁
。

『
南
洋
開
拓
拾
年
誌
』

『
南
興
史
』
　
八
四
頁

八
五
頁
．

一
九
頁
。

一
九
四
～
一
九
五
頁
。

及
び
一
〇
九
頁
。

海軍の南進と南洋興発（192Q年～1936年）
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